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危険性ガスの安全作業について

 1）
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② 危険性 

水と激しく反応し、炭化水素ガスを発火する場合がある。その他 TMG に準ずる。 

③ 緊急措置、人体への影響、救急処置、貯蔵安定性：TMG に準ずる。 

Ⅲ 容器 

 半導体用材料ガスが充填されている容器は、内部の圧力が高くなっているため、特にその扱いには十分注意する必要

がある。なお、これらの容器を単独で使用することは許されない。かならず密閉可能な防暴型保管庫内に保持して使用し、

排ガスも所定の方法に従って処理し無害化したのち排出すること。新規に取扱いをはじめる際には専門の業者と相談し、

安全な使用法、設備を確立してから行うこと。（後掲（Ⅴ）も参照のこと） 

１. 容器 

 半導体製造用ガス充填容器には、大きく分けて２種類ある。一つは、窒素、水素、シランなどのように高圧に充填された

容器に圧力調整器をつけてガスを取り出すタイプのものであり、他の一つはトリエチルガリウムなどの有機金属のように 、

内部が液体になっており、キャリアガスのバブリングなどにより気化させてガスを取り出すタイプである。高圧用容器には、

圧力調整器をとりつけるネジが設けられている。一方、有機金属の場合は、水素ガスなどのキャリアガスを流すための継ぎ

手が設けられている。 

２. 容器用弁 圧力調整器 

 主に半導体製造用ガス充填容器用弁として使用されているものは、① 圧縮ガス容器用弁と② 液化ガス容器用の２種

類である。材質は、黄鋼、黄鋼−ニッケルメッキ、ステンレス鋼等であるが、ガスの性質により使い分けされている。容器用弁

で最も注意すべき点は、接続ネジが右ネジか左ネジかである。可燃性ガスは、左ネジ、その他は右ネジとなっている。 

Ⅳ 液体窒素 

 液体窒素は、物理系、化学系、生物系を問わず様々な学科の多くの研究室により利用されている。窒素ガスそのものは

無害であるが、液体窒素を扱う場合には、凍傷や酸欠に対する十分な注意が必要である。 

１. 液体窒素貯蔵設備および容器利用上の安全 

 液体窒素を貯蔵タンクから別の容器に充填する（液採り）作業は、一つ間違えると液体窒素を浴びて凍傷になる可能性

があり、作業に当たっては、細心の注意が必要である。液体窒素の汲み取り作業を行う際は、安全メガネを着用し、低温用

手袋を必ずつけること。軍手等は好ましくない。短パンにサンダル履きなどの脚を露出した服装で汲み取り作業を行わない

こと。低温液化ガスに直接、手、指、脚等で触れてはならない。また、貯蔵タンクは、高圧（0.35〜0.95 MPa）がかかっている

ので、不用意な弁の操作は高圧窒素ガスの突出につながり非常に危険である。 

 液体窒素デュワーは２重構造になっており、隔壁は、真空に保持されている。安全弁は、真空を封じ切ってある部分なの

で不用意にキャップを外したりしてはならない。満タン時のデュワーの搬送は、必ずキャップを締めて移動する。キャップを

しないと、床面の凸凹で振動した場合、デュワー内の液体窒素が突出し危険である。顔面に液体窒素を浴びて大怪我を 

した事故例もある。またデュワーの搬送は可能な限り２人以上で行うこと。エレベーター内にデュワーと人が同乗してはいけ

ない。エレベーターで運搬する時は、「液体窒素運搬中」であることを明示すること。 

 液体窒素をデュワーからくみ出す際、手押しポンプがよく用いられる。これは、容器内部を昇圧して液体窒素を押し出す

液体窒素の取り扱いについて（注意喚起）

１．概要

　窒素ガスは安価で手軽に入手でき、またガスそのものは無害であるため、安易に扱いがちだが、液体窒素を扱

う場合には、凍傷や酸欠に対する十分な注意が必要である。

　平成 30 年 3 月 6 日には、学生が液体窒素を貯蔵タンクから運搬容器へ入れてる際、溢れた液体窒素が右膝に

かかる事故が発生しており、化学実験講習や安全マニュアルにより使用方法を周知しているところではあるが、

改めて注意喚起を行う。

２．液体窒素の使用方法

　◎液体窒素貯蔵設備および容器利用方法

　　液体窒素を貯蔵タンクから別の容器に充填する（液採り）作業は、一つ間違えると液体窒素を浴びて凍傷に

なる可能性があり、作業に当たっては、細心の注意が必要である。

　液体窒素の汲み取り作業を行う際は、安全メガネを着用し、低温用手袋を必ずつけること。軍手等は好ましく

ない。短パンにサンダル履きなどの脚を露出した服装で汲み取り作業を行わないこと。低温液化ガスに直接、手、

指、脚等で触れてはならない。

　また、貯蔵タンクは、高圧（0.35〜 0.95MPa）がかかっているので、不用意な弁の操作は高圧窒素ガスの突出に

つながり非常に危険である。液体窒素デュワーへの液採り作業の際は、サーベルをデュワーの口に奥まで差し込

み、気化した窒素ガスの勢いでサーベルが浮き上がることがないように注意しながら汲み取り弁を徐々に開けてい

く。フレキホースとデュワー内が十分に冷却されたら汲み取り弁をさらに開けていくが、開けすぎないように
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注意する。デュワーが液体窒素で満たされると、サーベルのつば（鍔）の部分にあたった液体窒素が周りに飛び

始めるので、すぐに汲み取り弁を閉める。汲み取り後はフレキホースが凍結しているので、サーベルを差し込む

筒に戻す時は無理に曲げないように注意すること。

　液体窒素デュワーは２重構造になっており、隔壁は、真空に保持されている。安全弁は、真空を封じ切ってあ

る部分なので不用意にキャップを外したりしてはならない。満タン時のデュワーの搬送は、必ずキャップを締め

て移動する。キャップをしないと、床面の凸凹で振動した場合、デュワー内の液体窒素が突出し危険である。顔

面に液体窒素を浴びて大怪我をした事故例もある。

　またデュワーの搬送は可能な限り２人以上で行うこと。エレベーター内にデュワーと人が同乗してはいけな

い。エレベーターで運搬する時は、「液体窒素運搬中」であることを明示すること。

　液体窒素をデュワーからくみ出す際、手押しポンプがよく用いられる。これは、容器内部を昇圧して液体窒素

を押し出すような仕組みになっている。くみ出しポンプは、乾燥していることが重要である。水滴がついている

と氷結し動作不良を引き起こす。また手押しポンプに過度の圧力を加えると、ホース部分に過剰に圧力がかかり

破裂し危険であるので過度な加圧を心がけなくてはならない。

◎液体窒素使用方法

①保管容器から液体窒素を実験装置に供給するときは、液体窒素が“もれ”ないよう工夫が必要である。人体に

少量かかる程度では、蒸発が早いため影響はないが、ある程度以上一定時間あびると瞬間的に人体組織は凍結し

てしまう（凍傷）。万一、凍傷になった場合は、温水（ただし決して 42℃を超えないこと）であたためた後、適

切な処置をとること。もんだりさすったりしないこと。また、指先などが凍結してしまった時は、そのままの状

態で至急医師の治療を受けること。

②多量に用いる時は、換気に心がける。実験機器からの余剰圧力による排ガスは、必ず換気扇へ排出すること。

使用中に気化するガスが、実験室に滞留するような状態で長時間経過すると窒息する危険がある（酸欠）。特に

密閉度の高いクリーン・ルーム内などでの使用には注意が必要であり、酸素センサなどの警報装置の設置が望ま

れる。空気中の酸素濃度が 15％以下になると酸欠状態となり意識がなくなるので極めて危険である。酸素濃度

が20％〜15％の酸素不足の状態では、頭痛やめまいなどの症状が現れる。なお、酸素濃度0％の窒素ガスを吸うと、

１回の呼吸で意識不明となる。

　万一酸欠状態が発生し、気分の悪くなった者や意識不明に陥った者を発見した場合は部屋の換気を十分行った後、

部屋の外へ連れ出し（必要に応じ酸素マスク着用）衣服の首回りをゆるめて酸素吸入を行う必要がある。

③液体窒素中に室温の物体を投入するときは、徐々に入れること。急激に投入すると激しい沸騰が生じ、液体が

あふれ出て危険である。またトラップやシュラウドに液体窒素を供給する場合、気化に伴い内部の圧力上昇を考

慮する必要がある。圧力上昇を無視した供給を行うと機械的に弱い箇所が破裂若しくは脱離し、液体窒素が飛散

する可能性があり非常に危険である。
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ցྨͷ安全ӡసͷͨΊにػ

機Ე類の安全運㌿のために 

 ୗグ以外にも、「ඹ㏻設利用における安全」を参照すること。なお、学部の２ᖺ、䠏ᖺḟにおける学生ᐇ㦂では、もの䛵

くり造ᕤ学䝉ンターやྛᐇ㦂室の機Ეを使用する機が多いので、๓もってテキストを⇍ㄞ䞉理ゎしておくこと。また、ᐇ

㦂当᪥はᩍဨのㄝ明を注意῝く⫈き、問な点は㐲៖なく質問すること。 

䊠 機Ე運㌿の๓の安全対⟇ 

（㻝）機Ეの構造、運㌿についてのண⩦ 

 ᩍ⫋ဨやඛ㍮のヰを⫈くことも大事䛰が、その๓に、その機Ეの使用ㄝ明᭩を⇍ㄞすること。ᐇ㦂室にはい䜝い䜝な  

種類の、い䜝い䜝な時௦の機Ე䞉装置があり、一つ一つ操作方法が␗なることを心ᚓておくこと。分ゎ䞉整備をするときも 

同じである。 

（㻞）やたらにスイッチを押すな 

 ண⩦をしていない者が、人の使っている機Ეの所にやって᮶て面ⓑ半分にスイッチをධれたため、大⅏害を㉳こすこと

がある。 

（3）ఇ᪥䞉῝ኪの運㌿ 

 室内にㄡもいないとき、危険のある機Ეを運㌿してはならない。一のときㄡもຓけてくれない。 

（㻠）ྩᏊ危うきに㏆ᐤるな 

 ㏆ᐤる必要の無い危険な場所には、防ㆤᲴや⥙を設けて、ㄗって㏆䛵くことができないようにせよ。 

（5）㣕ᩓ防ㆤ壁を備える 

 機Ეの運㌿に際して、◚∦が㣕びᩓるᜍれのある場所にはしっかりとした防ㆤ壁（鋼ᯈ䞉ཌいᮌ∧䞉プラスチックᯈ䞉┠の

細かい金⥙等）を置いておくこと。細かい切りᒌの㣕ᩓには防ㆤ║㙾が有ຠである。 

（㻢）㞀害物の整理 

 ㊊ඖの㞀害物や㢌を䜆つけそうな㞀害物があると、それに䜆つかって機Ეにಽれかかることがある。機Ეの運㌿すると 

こ䜝にఱか置きᛀれると、運㌿によってそれがは䛽㣕䜀される。十分注意して点᳨すること。 

（㻣）服装の注意 

 機Ეの運㌿部分にᘬき㎸まれるᜍれのあるバラバラの㛗㧥、㛗い⿇、大き㐣ぎる手袋等はきち䜣と処理をしておくこと。

㠐も床にἜがあるとりやすいᗏは㑊けた方がよい。重㔞物がⴠちたり、つまずいたりしても怪我をしないような 㻶㻵㻿 規定の

安全㠐か∎ඛのしっかりした㠉㠐がᮃましい。 

（㻤）ᕤල䞉ヨ㦂∦の取りけ 

 しっかり取りけたつもりでも、機Ეの振動によって䜖るみ、㣕び出すことがある。十分気をつけて締めけ、㏵中の点᳨

をᛀれないこと。また、取りける面の間にᒌや䛤みがᣳまっていても危険が㉳こるから、あらかじめきれいにしてからᅛ定

すること。特に研๐作業におけるᕤ作物の取けが不㐺当な場合、大事故につながる。従って、研๐作業でのᕤ作物の

取けは指導ဨの指示に従うこと。 

（9）重㔞物のᅛ定 

 高い所に置かれた重㔞物や、⫼の高い重㔞物がఱかのはずみでⴠちたりಽれたりしないようにᅛ定しておくこと。 
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火災および地震対策
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屋外火気使用マップ
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研究室における安全
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　施すこと。

救助
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十分
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ઃར༻における安全ࢪ௨ڞ

5

(http://web.tuat.ac.jp/~kiki/instrument/index.html)。これらの機器のうち、特に安全に注意を要する機器

を取り上げ、以下に示す。

Ｘ線光電子分光装置
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５．単結晶 X線構造解析装置（リガク XtaLABmini）

 定格出力 0.6kW(50kV、12mA)
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ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ⮴୍ࢆ

Ⅲ 放射線研究室

  

１．はじめに 

　RI は放射性同位元素（Radioisotope）、すなわち原子核の壊変に伴って放射線を放出する不安定な同位元素の

ことである。RI による汚染や放射線被ばくは人命にも関わる事故にもつながるため、RI の使用については、放

射性同位元素等の規制に関する法律によって厳しく規定されている。本学小金井キャンパスでの密封されてい

ない RI（非密封 RI）の使用は共同利用施設である放射線研究室においてのみ許可されている。

　本研究室では非密封RIおよび密封RIを取り扱うことができるが、ここでは研究室の概略とRIの使用にあたっ

ての一般的な注意事項について述べる。  
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２．放射線研究室について 

　本学小金井キャンパスでの非密封RIの使用は共同利用施設である放射線研究室においてのみ許可されている。

本研究室内には放射線管理区域が設けられている。放射線管理区域には、放射線業務従事者または放射線取扱

主任者の許可を受けた者以外は立ち入りできない。現在、使用許可を得ている非密封 RI は 13 核種（H-3（気体）

を含む）あり、核種ごとに一年間、3 ヶ月、一日の最大使用数量が規定されている。また非密封 RI の貯蔵能力

は核種ごとに定められている。RI を安全に管理・使用するために RI 在庫管理システム、排気設備、排水設備等

があり、排気モニタ、水モニタによる放射線のモニタリングも行っている。その他に施設内ではサーベイメータ、

ルームガスモニタ等で汚染のチェックや室内の放射線モニタリングを行っている。なお、本研究室外の学内放

射性物質装備機器（密封 RI）の使用者や学外の放射線施設等において放射線業務を行う者に対しても本学の放

射線業務従事者登録を行っている。  

３．放射線研究室における RI および放射線業務従事者の安全管理 

　本研究室において想定される放射線障害を起こしうる事故として、器具の破損や実験操作ミス等により RI を

誤って飛散させた事による施設内の汚染、または RI を体内に取り込む等が考えられ、計画外の無用の被ばくを

起こさない事が最も重要である。これらの事故を防ぐために本研究室における放射線および RI の使用は、東京

農工大学工学部放射線障害予防規程で定められた教育訓練および電離放射線健康診断を受け放射線業務従事者

として登録された者にのみ許可している。また、実際に放射線研究室の使用を希望する放射線業務従事者には、

予め実験計画を作成させ放射線研究室長および放射線取扱主任者の承認を得なければならない。その他、放射

線研究室の施設・設備の維持管理のため定期的な点検や必要に応じて随時、修繕等を行っている。 
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本学における禁煙対策
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